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・患畜等(*)の殺処分命令（法第１７条）
・死体の焼却等の義務（法第２１条）
・家畜の移動制限（法第３２条）など

≪家畜伝染病予防法の改正について≫                          
令和７年７月２８日、ランピースキン病が家畜伝染病予防法
第６２条に基づく政令指定疾病に追加されました。
これにより、以下のような法的措置が可能となります。

【症状など】
・牛、水牛が感染するウイルス性疾病
・人には感染しない
・発熱、四肢の浮腫
多数の皮膚の結節（こぶ状の病変）

【感染方法】
・主に吸血昆虫（蚊、サシバエ、ヌカカ、マダニ等）による伝播
・汚染された飼料、水、器具を介して感染
・感染した牛の移動により感染が拡大

【発生予防・侵入防止対策】
・吸血昆虫の駆除：殺虫剤の散布、粘着シートを活用
・ほかの農場で使用した器具などは持ち込まない
やむを得ず持ち込む場合は洗浄・消毒する

（エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石鹸などを用いる）
・車両の移動や飼養器具を農場外に搬出する際は農場出入口で消毒する
・毎日の健康観察。農場外へ移動する場合も、健康状態を確認する
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防疫対策要領の一部改正について
農水省ＨＰより確認できます

吸血昆虫対策等は農水省
HPもご参考にしてください

写真：福岡県HP

本病を疑う異状を認めた場合
疑わしい牛を隔離、生きた牛等の移動を自粛し、速やかに診療獣医師
家畜保健衛生所にご連絡ください



【発生した場合に所有者が行うまん延防止措置】

◎発生農場における措置
（１）患畜等の隔離
本病の患畜等の所有者は、患畜等を速やかに隔離するとともに、本病を疑う異状が認められた同居
牛等についても他の同居牛等と接触しないようにする。

（２）畜舎等の消毒
患畜等の所有者は、畜舎等の清掃・消毒を行う。また、ベクターによる感染拡大を防止するため、殺
虫剤の散布を実施するとともに、ベクター忌避剤の使用等により、患畜等にベクターが接触しないよ
うにする。
また、敷料、排せつ物等について適切に発酵消毒（55℃で２時間又は65℃で30 分間）等を行い、飼

養管理に使用する器具等を定期的に消毒し、及び当該器具等を農場外に搬出する場合には十分に
消毒する。

（３）健康観察
患畜等の所有者は、患畜等の判定日から28 日間、毎日、同居牛等に本病の症状がないか徹底した

健康観察を行い、本病を疑う異状が認められた場合には、速やかに家保に連絡するとともに、当該
牛等の隔離を行う。

（４）移動及び出荷の制限等
発生農場の同居牛等（患畜等を除く。）については、発生農場における患畜等の殺処分完了日（当
該農場において複数の患畜等が確認されている場合にあっては、全ての患畜等の殺処分完了日）
から28 日目の日より後に家畜防疫員が実施する臨床検査において陰性が確認されるまでの間、他
の農場、家畜市場等への移動（と畜場への出荷のための移動を除く。）が制限される。

なお、周辺農場については、発生農場を中心とした半径５㎞以内（発生状況に応じ、動物衛生課と協
議の上、半径20 ㎞以内まで拡大可能）の農場の牛等について、ワクチン接種完了後21 日間が経過
するまでの間、同様に、他の農場、家畜市場等への移動が制限される。

（５）殺処分
患畜等が確認された後原則として14 日間以内に当該患畜等の殺処分を行う。

また、患畜等の所有者は、患畜等の死体の処理について、家畜防疫員の指示に従い適切に埋却
（又は焼却）する。

（６）汚染物品の処理
患畜等の所有者は、発生農場に由来する生乳（検体の採取が行われた時以降に当該検体を採取し
た牛等から搾乳されたものに限る。）について、汚染物品として、家畜防疫員の指示に従い適切な措
置を行う。

◎周辺地域等における措置
家畜の所有者及び家畜市場等の家畜集合施設の所有者は、ベクターの防除を行うための殺虫剤を
散布する。その際には、農場への入出場における車両の洗車・消毒だけでなく、車体や車内への殺
虫剤の散布等により、ベクターを農場間で運搬しない対策を徹底する。

＊患畜等→患畜（ウイルスが分離された牛）および、
 類似患畜（遺伝子検査で陽性と判定された牛）
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